
 
 

8 太 監 公 示 第 2 号 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定

に基づく定期監査及び行政監査を実施したので、同条第 9 項の規定に基づきその結

果を次のとおり公表します。 

 

 令和 8 年 2 月 26 日 

 

太宰府市監査委員 吉 野   茂 

 

太宰府市監査委員 今 泉 義 文 

 

 

第１ 基準に準拠している旨  

監査委員は、太宰府市監査基準（令和 2 年監委告示第 1 号）に準拠して監査を行

った。 

 

第２ 監査の種類  

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づく定期監査及び行政監査 

 

第３ 監査の対象 

１  対象校 

小学校 太宰府小学校、太宰府東小学校 

中学校 学業院中学校 

２  対象課 

教育部学校教育課 

３  範囲 

令和7年4月1日から令和7年10月31日までにおける契約事務、財産管理事務及

び太宰府市立学校管理運営規則第32条に規定する「学級費その他教育に密接に

関連する費用（以下「学校徴収金」という。）」に関する事務の執行状況 

 

第４ 監査の着眼点 

１  備品購入に係る事務手続き及び備品管理は適正に行われているか。 

２  切手及びタクシー券は適正に管理されているか。 

３  薬品は適正に管理されているか。 

４  学校徴収金は主に誰が取り扱い、適正に管理されているか。 

５  学校徴収金の出納、決算等の事務処理は適正に行われているか。 

６  学校徴収金の会計報告が保護者に行われているか。 

  



２ 

 

第５ 監査の主な実施内容 

各学校及び学校教育課から提出された監査調書及び関係諸帳簿等をもとに、各学

校において備品及び諸帳簿等の確認を行い、監査を実施した。 

あわせて、職員及び学校教育課職員から事情聴取を行った。 

 

第６ 監査の実施場所及び日程 

１  実施場所 

監査委員事務局及び各学校 

２  審査の日程 

令和 7 年 12 月 13 日～令和 8 年 2 月 12 日 

 

第７ 監査の結果 

第１から第６までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、契約、財産管理の執

行状況及び学校徴収金の管理状況については、概ね適正と認められた。なお、監査過

程において述べた事項については、今後の事務執行における参考にしていただきた

い。 

  

第８ 意見 

 監査過程において、次のような事実が明らかとなったので、今後の学校運営に関

して、参考にしていただきたく意見を申し上げる。 

 

各学校において、年度中に徴収した学校徴収金の精算方法が統一されておらず、 

返金を伴う年度末の精算方法、次年度へ繰り越す方法あるいは余剰金が生じないよ

う計画立てて徴収する方法など、様々な手法が確認された。学校教育課においては、

学校徴収金の取扱いに関して、適正な管理が確保されるよう指導又は助言を行われ

たい。 

 


